
労
働
保
険
料
の
納
期
限 

第
２
期
分
口
座
振
替
日
１０

月
３１

日
（
月
） 

 

口
座
残
高
の
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。 

対
象
者
に
は
「
労
働
保
険
料
等
口
座 

振
替
の
お
知
ら
せ
」
の
ハ
ガ
キ
が 

中
条
民
商
か
ら
届
き
ま
す
。 

 

  
 

～あなたも民商の共済会に～  

会員・配偶者は無条件で加入可 

同居家族、従業員も加入可 

月 1,000 円 

見舞金・祝金 

寄付できるもの 

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い 

過
払
い
金
の
相
談
も
受
付
し
て
い
ま
す 

１１

月
の
無
料
法
律
相
談 

日 

時 

１１

月
８
日
（
火
） 

 
 
 
 

午
前
１０

時
３０

分 

会 

場 

村
上
民
商
事
務
所 

弁
護
士 

新
潟
中
央
法
律
事
務
所 

 

小
淵
真
理
子
弁
護
士 

※
相
談
受
付
締
め
切
り 

１１

月
４
日
（
金
） 

☆
相
談
希
望
の
方
は
、
必
ず
事
前
に
電
話
で
予
約
を
。 

☆
緊
急
の
相
談
は
新
潟
市
の
同
法
律
事
務
所
で
す
。 

事
務
局
ま
で
連
絡
を
。 

村上民商ニュース① 
 

NO.485村上市仲間町３３４ 

村上民主商工会 

☎75-5272  ＦＡＸ62-7392 2022/10/17 

 

 

ース 

税
務
署
か
ら
対
象
事
業
所
へ 

年
末
調
整
関
係
の
封
筒
が
届
き
ま
す
。 

紛
失
し
な
い
よ
う
に 

保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。 

 

控
除
証
明
書
等
は
大
切
に
保
管
を 

確
定
申
告
や
年
末
調
整
で
使
い
ま
す 

  

 

令
和
４
年
分
の
年
末
調
整
関
係
の
茶
色
い
大
き
い

封
筒
が
該
当
事
業
所
に
届
く
時
期
と
な
り
ま
し

た
。
こ
の
封
筒
の
中
に
は
、
納
付
書
な
ど
が
入
っ

て
い
ま
す
の
で
、
年
末
調
整
の
時
期
ま
で
に
紛
失

し
な
い
よ
う
大
切
に
保
存
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。
年
末
調
整
と
は
、
こ
の
一
年
間
の
源
泉
所
得

税
の
過
不
足
を
精
算
す
る
手
続
き
で
す
。 

国
税
庁
か
た
る
メ
ー
ル
に
注
意
を
！ 

ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
に
国
税
庁
か
ら
の
メ
ー
ル
や

シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
い
た
ら
詐
欺
で
す
。 

国
税
庁
を
か
た
っ
て
税
金
の
納
付
を
求
め
る
メ

ー
ル
な
ど
が
送
ら
れ
て
く
る
事
案
が
発
生
し
て

い
ま
す
。 

そ
の
メ
ー
ル
を
開
い
て
し
ま
う
と
、
国
税
庁
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
成
り
す
ま
し
た
詐
欺
サ
イ
ト

に
誘
導
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

国
税
庁
は
、
納
付
に
関
す
る
内
容 

を
メ
ー
ル
で
送
信
し
て
い
ま
せ
ん
。 

メ
ー
ル
は
絶
対
開
か
な
い
よ
う
に 

し
ま
し
ょ
う
。 

イ
ン
ボ
イ
ス 

廃
止
を
！ 

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
登
録
し
た
個
人

事
業
主
の
名
前
の
一
覧
が
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
検
索
で
き
て
い
ま
し
た
が
「
身
バ
レ

に
つ
な
が
る
」
と
、
本
名
を
明
か
さ
ず
に
仕
事

を
し
て
い
る
声
優
や
作
家
な
ど
か
ら
批
判
す

る
声
が
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。 

国
税
庁
は
、
個
人
名
の
デ
ー
タ
を
削
除
し
た
掲

載
に
切
り
替
え
ま
し
た
。
異
常
な
日
本
の
検
索

シ
ス
テ
ム
は
運
用
を
停
止
す
る
べ
き
で
す
。 

全
て
の
事
業
者
に
影
響
す
る 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は 

廃
止
に
し
ま
し
ょ
う
！  

加
入
し
て
い
る
生
命
保
険
会
社
等
か
ら
証
明
書
が

届
き
は
じ
め
て
き
て
い
ま
す
。
年
末
調
整
や
確
定

申
告
に
必
要
な
証
明
と
な
り
ま
す
の
で
、
紛
失
し

な
い
よ
う
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。 

◆
生
命
保
険
料
控
除
証
明
書 

◆
地
震
保
険
料
控
除
証
明
書
な
ど 

 日
頃
の
記
帳
は
進
ん
で
い
ま
す
か
？ 

 

早
い
も
の
で
１０

月
に
入
り
今
年
も
あ
と
わ
ず
か

と
な
り
ま
し
た
。
申
告
時
期
に
あ
わ
て
な
い
よ

う
、
日
頃
か
ら
記
帳
や
領
収
書
等
の
整
理
を
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。
売
上
、
仕
入
、
経
費
の
状
況
を

記
録
す
る
自
主
計
算
に
よ
っ
て
、
景
気
や
お
客
の

流
れ
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 



 

豪雨被害 お知らせ 

 

  

～あなたも民商の共済会に～  

会員・配偶者は無条件で加入可 

同居家族、従業員も加入可 

月 1,000 円 

見舞金・祝金 

 

NO.485村上市仲間町３３４ 

村上民主商工会 

☎75-5272  ＦＡＸ62-7392 

村上市（村上市ホームページより抜粋） 
 

被災された事業者の方へ 
 

■中小企業等支援 

被災中小企業等再建支援事業補助金 
被災した事業者の復旧・復興を推進するため、 

店舗や施設の復旧等の事業再建に係る経費を補助します。 

県補助金：補助率 4/6以内（上限 3,000千円） 

市補助金：補助率 1/6以内（上限 750千円） 

担当課 村上市地域経済振興課 ※10月下旬受付開始予定 

 

■農業者支援 

農林水産業施設等災害復旧支援事業補助金 
被災した農業者の施設・機械等の復旧や被災地域の営農体制の 

整備等を図るため、復旧経費等の一部を補助します。 

事業内容： 

1.施設の復旧 400千円以上 

2.機械の修理 200千円～1,000千円 

3.機械の導入 1,000千円～30,000千円 

4.施設の整備 3,000千円～50,000千円 

5.施設の復旧のうち 400千円未満の経費に対して市単独で補助 

6.機械の修理のうち 200千円未満の経費に対して市単独で補助 

補助率 ： 

1～4補助対象経費の 6/10以内 

5～6補助対象経費の 3/10以内 

担当課 村上市農林水産課 ※10月下旬受付開始予定 

■林業者支援 

森林作業道・林業専用道の修繕支援 

市内の民有林において、大雨により被災した森林作業道及び林業専

用道を修繕するために必要な砕石（原材料）を支援します。 

担当課 村上市農林水産課 ※10月 21日までに提出 

 

関川村（関川村ホームページより一部抜粋） 

令和４年８月の大雨による災害により被災した施設・機械等の復旧や被災地

域の営農体制の整備等を図るため、復旧経費等の一部を下記のとおり補助し

ます。なお、詳細は未定のため、１０月中旬を目途に村の補助分と合わせて再

度詳細についてお知らせします。 
 

農林水産業施設等災害復旧支援 
目的 被災農業者の施設・機械等の復旧を支援 

 

補助対象経費 施設の復旧に要する費用・機械の修理・整備に要する費用 

 

助成対象者 被災した農業者等 

 

補助率 市町村補助額の 1/2 以内(ただし、事業費の 3/10 を上限とする) 

 

事業費範囲 施設の復旧：400 千円以上 

機械の修理：200～1,000 千円 

機械等の導入：1,000 千円～30,000 千円 


